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ドイツにおける会計基準の国際的調和化に

関する最近の議論について
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はじめに

近年，ますます会計基準の国際的調和化に関する議論が行われている。すでに多くの論文に

おいて議論ぎれているように，会計基準の国際的調和は，特に国際的に情動し，資金調達を行っ

ている企業（GlobalPlayer）にとってメリットがあると考えられる。しかし，各国の会計基

準は英米系諸国の会計基準（アメリカ，イギリス，カナダ，オーストラリア等）とヨーロッパ

大陸系諸国の会計基準（ドイツ，フランス，日本等）とでは大きく異なっている。これは各国

の経済的，法律的，文化的な環境条件の相違により，各国で会計基準が異なる必然性があった

I 

と考えられる。これまでの上記各国の経済的発展状況をみれば，各国の会計基準による利害の

調整は格別問題があったとは思われない。したがって，各国の（特にヨーロッパ大陸系諸国の

会計基準の特徴を持つ国々）の会計基準設定責任者（機関）は， これまで積極的に他の諸国の

会計基準を取り入れようとはしてこなかったと考えられる。

しかし，各国の職業会計士団体が中心となり国際会計基準委員会（ IASC）が結成され，

国際会計基準（ IAS）の公表をとおして各国の会計基準の国際的調和に向けて努力されてき

ている。特に，証券監督者国際機構（ IOSCO）が1987年に「財務諸表の比較可能性jプロ

ジェクトの公開草案（E32）起草委員会にオブザーパーとして参加し， さらに同年6月に諮問

IAS CはIOS グループに加わって以来一躍世界中の注目を集めるようになった。さらに，
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c Oに積極的な承認を求めることにより，もしうまくいけば， IA Sが公的な支持を受けると

いう期待が高まった。しかし， rose Oは1993年の作業計画において，¢個々の国際的な基

準について検討しコメントすることを継続する，②作業部会により検討される基準を明らかに

する，③最終化きれる個々の基準に関する作業部会の見解を IAS Cに伝える，④包括的な基

準の体系を IAS Cが完成した際には，その基準の多国間公募での使用に関する作業部会の勧

告を専門委員会に伝える，という 4点を確認している 1）。

そして，これに基づき1994年に IAS C議長に 2つの書簡（コア・スタンダード関係の書簡

と「比較可能性」プロジェクト関係の書簡）を出している。その中で， IAS Cが検討しない

限り Iosc Oはその IA Sを受け入れることができないとする改訂必須項目として，コア・

スタンダード関係の書簡において14の基準のうち 8つの基準 (1号「会計方針の開示」， 5号

「財務諸表に開示すべき情報」， 10号「偶発事象及び後発事象」， 12号「法人税等の会計」， 13号

「流動資産及び流動負債の表示J,14号「セグメント別財務情報の報告J,17号「リースの会計

処理」， 25号「投資の会計処理」）を挙げ，また「比較可能性Jプロジェクト関係の書簡において，

10の基準のうち 2つの基準（ 9号「研究及び開発費」と19号「退職給付コスト」）を挙げている。

rose Oの基本的立場は，まず第一に， IA Sの基準について，「 Iosc Oが多国間公

募等の際に使用するものとして受け入れる IA Sは，強制適用されるものではなく，企業が各

受入れ国の囲内会計基準と選択的に使用できる会計基準であるJ2）と考えていること， また第

二に，「ある IA Sが受入れ可能と判断されても， rose Oによる承認はコア・スタンダー

ドのすべてについて受入れ可能と判断される会計基準がそろわないと行われない。」 3）としてい

ることである。すなわち，あくまでも会計基準設定の権限は各国の規制当局にあり， rose 

Oは助言をするだけで， IA Sは強制適用されるものではないこと，また受入れ可能左される

会計基準がすべてそろうまでは Iosc Oによる承認は行われないことである。結果として，

24の基準のうち10の基準を改訂必須項目としていることから， IA SをIosc Oが承認する

のはかなり先になるものと思われる 4）。

しかし，国際的に活動する企業にとって，国際市場での資本調達を可能にするため， IAS 

に準拠した連結決算書を開示する企業が増えている。特に日本と同様に商法の会計規定を中心

とした，ヨーロッパ大陸系の会計基準を自国基準として持つドイツ企業による積極的開示の方

向がみられる。たとえば， 1995年5月30日付けの『日経金融新聞Jによると，「94年度決算か

1 ）古川〔1995〕59ページ参照。

2 ）古川〔1995〕60ページ。

3）古川〔1995〕60ページ。

4 ）このような Iosc Oの立場に対して， 1995年6月までIAS C議長であった白鳥栄一教授は，

1994年10月に東京で開催された Iosc O第19四年次総会のパネルデイスカッション（No.1）「多

国間証券公募の効率性・会計基準の国際的調和を如何に図っていくべきかJにおいて反論している。

（豊田〔1995)24-25ページ参照）
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らIA Sへ移行したドイツ企業は，化学メーカーのバイエルのほか医薬品メーカーのシェーリ

ングなど。化学メーカーのヘキストやBAS Fも，移行する方向で準備を進めている模様だ。

IA Sを満たして経営内容をガラス張りにすれば世界最大の資本市場を抱える米国での株式上

場が視野にはいる。……民営化に向けて来年にも世界の主要市場で株式を売り出す計画のドイ

ツテレコムも， IA Sの導入を検討課題にしているjと述べている。上記の記事では触れてい

ないが，後でみるように，バイエルやシェーリングがIA Sを採用したのは連結決算書であり，

ドイツの国際的に活動する大企業も連結決算書において IA S基準に準拠して作成する傾向が

わかる。

また， ドイツにおける会計基準の国際的調和に関する関心の高まりとともに，近年非常に多

くの著書が出版されているへこのような状況のなかで，本稿ではドイツにおける会計基準の

国際的調和化の問題を拙稿「ドイツにおける会計基準の国際的調和化についてJ6）に引き続き

検討することにしたい。本稿では特に， ドイツにおける会計基準の IAS Cフレームワークと

の相違， EGフォーラムによる EUにおける調和化の展開， ドイツにおける今後の展開方向に

関する議論， ドイツ企業の動向を中心に考察することにしたい。

II ドイツ会計基準と英米系の会計基準との相違

すでに前稿（倉田〔1994〕）において，キューテインク〔1993〕に基づきドイツと英米系諸

国との相違について，包括的に枠組みの相違と個別決算書の相違について考察し，ピーナー

〔1993〕により，差し迫った問題点を取り上げた。そこでは，基本的枠組みの相違として，立

法者による法規定を中心とした会計規制，基準性原則，債権者保護や分配可能利益の計算を中

心とした会計目的等が挙げられ また，具体的な基準の相違として 金融商品の時価評価の問

題，工事進行基準の採用の問題等があることが明らかとなった。

本稿では， IAS  Cのドイツ代表であるクリーケンパー（Kleekamper, Heinz）の「 IA 

5 ）たとえば，引用参照文献以外に最近出版された著書の一例を挙げるとつぎのとおりである。

Haller, Axel ; Grundlαgen der exterπen Rechnungslegung in den USA unter besonderer 

Berilcksichtigung der rechtlichen, institutionellen und theoretischen Rαhm百九beding-

ungen. Schaffer-Poeschel, BRD, 1994. 

Horst, Grii.fer & Demming, C (hrsg.); Internαtionαle Rechnungslegung. Schaffer-Poe-

schel, BRD, 1994. 

Kieninger, Michael ; Gestαltung internαti onαler Berichtssysteme. Verlag Fahlen, MUn 

chen, 1993. 

Krisement, Vera Marcelle; Ansaetze zur Messung des Hαrmonisierungs-und Stαndαrd-

isierungsgrαdes der externeπRechnungslegung. Lang, SWL, 1994. 

Kilting, Karlheinz & Weber, C.-P; Internαtionαle Bilαnzierung : Rechnungslegung in 

den USA, Jαpα凡 undEurope. NWB, BRD, 1994. 

6）倉田〔1994〕参照。
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s C一一一SE Cのトロイの木馬か？」〔1995〕と題する論文における議論にもとづいて， IA 

s Cフレームワークとの相違を検討し，クレーパー（Kleber, Herbert）〔1994〕におけるド

イツにおいて受入れられないアメリカ財務諸表作成概念についてみることにしたい。

はじめに，クリーケンパーの議論からみると，現状について，「国際的な専門紙において，

醐笑的に秘密積立金の設定や取り崩しの可能性，多数の貸借対照表作成選択権と評価選択権，

逆基準性による税法の影響が指摘されている。他方， ドイツの経済や学界によるコンメンター

ルは，英米的会計原則の影響がますます大きくなることを警告している。」 7）と認識した後で，

IAS Cの概念フレームワークアプローチについて，「まずはじめに，定義，概念内容，重点

は，英米的な，より正確にはアメリカ的な会計システムに密接に準拠していることは明らかで

ある。フレームワークや基準における簡潔な表現の結果として， IAS C概念の因果関係につ

いての深い理解はまず，英米的な会計哲学のアメリカ的特徴の研究により可能となる。J8）と述

べて，密接にアメリカ会計の哲学と結びついていることを指摘している。

そして，このような概念枠組みは， ドイツの財務諸表作成規定とつぎの二つの点で異なって

いるとみている 9）。

①慎重性原則の低い地位

② V ermbgensgegenstandと Assets,Schuldenと Liabilitiesの異なる概念内容

すなわち， IAS Cでは継続企業と発生主義を上位の概念においているため，慎重性の判断

は資産や負債の概念定義をした後での借方や貸方の見積りや評価についての狭い要請に限られ

てしまう。したがって，「 IAS C概念において，慎重性原則は，発生主義の思考の背後に後

退する。この関係において，発生主義の部分構成要素としての実現原則は，実現収益だけでな

く，実現可能収益も含む。……これに対して，対応原則，すなわち，費用をその取引の収益が

認識される期間に配分することは 費用に影響を及ぼす。このことは 費用は場合によっては

対応する収益が実現するまで資産計上されることを前提としている。」10）と述べているように，

実現概念，繰延費用の資産計上の問題等を挙げている。すなわち，概念フレームワークの大き

な相違は慎重J性原則の取り扱いにあり，このことにより，具体的には Vermbgensgegenstand

と Assets,Schuldenと Liabilitiesという通常資産，負債を指す言葉としてドイツとアメリ

カで使われている用語の概念内容が異なっている点を指摘している。また，「われわれの場合

と同様に，貸借対照表借方の過大計上と貸借対照表貸方の過小計上は排除されなければならな

い。しかし，秘密積立金の意図的な設定は投資者の情報ニーズに矛盾する。利益実現や貸借対

照表借方計上可能性への要請と結びついた，慎重性原則の重点が異なる理由は，会計哲学に対

7）クリーケンパー〔1995〕s.209. 

8）クリーケンパー〔1995〕s.214. 

9 ）クリーケンパー〔1995〕s.214. 

10）クリーケンパー〔1995〕s.214. 
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する目標の対立，すなわち，債権者保護対投資者の利害，分配や課税のための支払測定機能対

意思決定に適切な情報という対立がその基礎にある。」11）というように，この基礎には会計哲学

の相違があると述べている。

つぎにクレーパーは，これまでみてきたようなドイツ会計とアメリカ的／国際的会計との会

計目的の相違やアメリカ的／国際的会計をドイツ会計に適用する可能性を検討した後で，受け

入れられないアメリカ財務諸表作成概念としてつぎの点を挙げている12)0 

固定資産 建設時の利息の資産計上義務

ファイナンスリースの資産計上基準

「将来の経済的利用」の資産計上基準

外貨項目 相場変動時の利益実現

繰延税金 資産計上基準（損失金額，永続的相違）

未完成の給付 工事の進行に応じた利益の実現

流動資産としての有価証券 ボートフォリオ内での未実現利益／損失の相殺

いくつかの項目についてみると，まず建設時の利息の資産計上義務について，「建設時の利

息の資産計上は，経営経済上の考慮からも支持されない。会計における利子問題の考えうる新

たな規則から離れて，このような独立した規定はほとんど意味がない。J＂＇と述べて，経営経済

的観点から批判し，また外貨項目について，「外貨項目の評価に際して，相場変動時に利益が

実現するという議論は説得力がない。なぜ、なら，このことは信用リスクから離れてみることは

できない。j14）と述べて信用リスクの評価の観点から批判している。さらに未完成の給付（長期

請負工事）について，「長期請負工事に際し，区分して計算される部分についてドイツにおい

ても部分的利益実現は行われている。工事進行基準（Percentage-of-CompletionMeth ode) 

という意味での一般的規則はリスク評価の主観的要素を考慮しでも否定される。jl5）と述べて，

工事進行基準の採用はできないとしている。このようなことから，「ここでは，接近する可能

性もみられないし，現在の年度決算書の承認のために必要であるとも思っていない。J附と述べ

ているように，これらの点ではアメリカの基準に近づく可能性もないし，その必要もないとみ

ている。

このようにみてくると， ドイツの会計基準と英米系の会計基準との相違は，基本目的から，

ドイツが債権者保護や分配可能利益の算定を重視するのに対し，英米系の会計基準は投資者の

利害や意思決定に有用な情報提供を重視するという点で異なっており，この基本目的の相違は，

11）クリーケンパー〔1995〕s.215. 

12）クレーノ苛ー〔1994〕s.87. 

13）クレーパー〔1994〕s.87. 

14）クレーパー〔1994〕s.87. 

15）クレ｝バー (1994〕s.88. 

16）クレーパー〔1994〕s.87. 
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慎重性原則のフレームワーク上の地位の相違として表れ，具体的には大きく分けて，利益の実

現の問題（金融資産の時価評価，長期請負工事の工事進行基準の採用，外貨項目の為替相場変

動時の損益算入等）と対応原則による費用の資産計上の問題（開発費の資産計上，自己創設無

形資産の資産計上，他人資本利子の資産計上等）が挙げられると思われる。また，これまでの

固による環境条件の相違げ）として，基準性の原則（逆基準性の原則）の問題凶や真実かつ公正

な写像概念についての理解が挙げられるであろう。

皿 E Gフォーラムによる EUにおける会計基準の調和化の展開

倉田〔1994〕では，第4号EG指令と第7号EG指令を中心にEUにおける会計基準の調和

化の展開がドイツの会計基準に及ぼした影響について検討し， EGフォーラム（会計勧告フォー

ラム： AccountingAdvisory Forums）の組織と課題についてもみてきた。本節では，オーデ

ルハイデ（Ordelh巴ide,Di巴ter）〔1994〕にもとづき， EUにおけるその後の展開とEGフォー

ラムの活動について検討することにしたい。

はじめに， EUにおけるEG財務諸表指令による展開について，つぎの表 1のようにまとめ

ている 19）。

表 1 これまでのEG財務諸表指令の展開

指 ,q, 入 年度 対 象

第4号EG指令 1978 個別決算書

第7号EG指令 1983 連結決算書

銀行財務諸表指令 1986 銀行の個別決算書と連結決算書

銀行経営所在地指令 1989 他のEU諸国に銀行の本社がある銀行経営所在地

での公表

第11号EG指令 1989 他のEU諸国に本社がある特定の企業の経営所在

地での公表

中規模企業指令 1990 小規模及び、中規模企業のための第4号と第7号E

G指令の軽減措置

有限会社指令 1990 第4号と第7号EG指令の有限責任の個人企業へ

の拡張

保険会社財務諸表指令 1991 保険会社の個別決算書と連絡決算書

新展開 1994 連絡委員会から圏内の基準設定者の見解へ向けた

会計勧告フォーラムの見解

金融コングロマリット 1994 FE Eによる予備草案

のための指令

17）この点についてはオッテ〔1990]s. 513ff.参照。また，これを紹介した倉田〔1994〕7275ページ

参照。

18）倉田〔1994〕およびそこで引用・参照されている論文参照。

19）オーデルハイデ〔1994〕s.15. 
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第7号EG指令以降の指令について，つぎの2つの傾向が区別できる則。

① これまで把握されてこなかった領域や企業へのヨーロッパ財務諸表法の拡張

② これまですでに把握されてきた企業グループについてすでに存在している財務諸表法再

展開の試み

との①の傾向に入るものは，銀行財務諸表指令，銀行経営所在地指令，有限会社指令，保険

会社財務諸表指令，金融コングロマリットのための指令が挙げられる。また②の傾向は，国内

の基準設定者が展開を止めておことする希望により，これまであまり明確に形成されてこなかっ

た。これには，たとえば中規模企業指令や，会計問題についてのEG委員会の諮問団体である

E Gフォーラムの調整などが挙げられるヘ現在の会計の問題が最も特徴的に表れる一般の大

規模企業の企業会計を考えると，①の指令や中規模企業指令はこれまであまり取上げられてこ

なかった。したがって，直接法的規範ではないが，新しい会計問題を取り扱っているEGフォー

ラムの動向についてみることにしたい。

このEGフォーラムはEG委員会の諮問委員会であるため， fフォーラムの見解は，委員会

の明示（Bekundung）であり，法的拘束力のある規範ではなく，むしろ承認さていない勧告

( unsanktionierte Empfehlung) j22＞であるが，各専門家が国家を代表しない自由な立場で議論

し，意見の公表をしている点で，今後の展開方向を探る上で興味深い。このBGフォーラムの

審議事項はつぎのとおりである田）。

1 ）税法上の補助金の表示 (1992年 2月成立した見解）

2 ）外貨項目の換算 (1993年11月成立した見解）

3 ）会計上のリース取引の取り扱い（1993年11月成立した見解）

4）年度決算書の補完としてのキャッシュフロー計算書（1994年5月草案）

5）環境会計（1994年5月草案）

6）財務諸表作成及び利益計算の際の慎重性原則対発生原則（準備委員会任命）

7) I AS C見解の実際の草案の協議（準備委員会任命）

上記 1) 2) 3）の三つは成立した見解であり， 4) 5 ）は草案という形で報告され， 6) 

7 ）は準備委員会が任命された段階である。これらの項目をみてわかるとおり，第4号EG指

令，第7号EG指令により調和化が進められた後の重要な検討課題である。特に，まだ準備委

員会が任命されたばかりであるが， 6）の慎重性原則対発生主義原則と 7）の IAS C見解の

20）オーデルハイデ〔1994〕s.14. 

21) v gl.オーデルハイデ〔1994〕s.15£. 

22）オーデルハイデ〔1994〕s.16. 

また， EGフォーラムについては，プロープスト〔1992〕s.434 f.およびこれを紹介した倉田

〔1994〕75-76ページ参照。

23）オーデルハイデ〔1994〕s.18. 
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図 1 国際的基準設定者による財務諸表指令の相対化

国際的に行動する基準設定者の活動
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実際の草案の協議は，第E節でみたように，現在の会計基準の国際的調和化を考える上で重要

なものであると思われる。

しかし，単なる個人的資格で参加する法的拘束力のない諮問委員会とはいえ，上記 7）にみ

られるような IAS Cの草案を検討することに対して 各国の基準設定者は不信を抱いている

ようである。オーデルハイデは，「いくつかのEU諸国において，このフォーラムは第 4号E

G指令および第7号EG指令を内容的に変更し，実際には各国の基準設定者，法的には内閣が

保持している権限を委員会に与える方向への第 1歩を示しているのではないかということを心

配している。」剖とこのような状況を述べている。しかし結果はどうであれ， EU委員会が，こ

のような諮問委員会をとおしてこれらのテーマを取り扱うことは必要であると思われる。

本節の終わりに，このようなEUにおける展開をふまえた国際的な基準設定者の関係を図に

示すとつぎの図 1のように示されるお）。

N ドイツにおける今後の展開方向に関する議論

これまで，特に倉田〔1994〕および本稿第E節でみてきたように， ドイツの会計基準と英米

系の会計基準や IAS Cの会計基準とはかなり呉なる点がある。そのため，会計基準の国際的

調和化の議論のなかで， ドイツ会計はどういう方向に展開するべきか，というテーマに関して

様々な議論が展開されている。倉田〔1994〕では，第4号EG指令および第 7号EG指令の調

24）オーデルハイデ〔1994〕s.17. 

25）オーデルハイデ〔1994〕s.28. 



ドイツにおける会計基準の国際的調和化に関する最近の議論について 9 

和で十分で、あるという意見（ピーナー〔1993〕，プロープスト〔1992〕，キューテインク〔1993],

シュルフ〔1993〕）が多いながら，利害関係者の専門委員会による任意の基準作成をも今後の

考慮の対象とする議論（シユルフ〔1993〕）や段階的調和化を主張する議論（オッテ〔1990〕），

さらに積極的に世界的に受入れられた会計原則およびディスクロージャー（WAPAD）の展

開を主張する議論（リーナー〔1992〕）を紹介した。そこでは，基本的には， EUにおける調

和化で十分であるという意見が多い中で，特にシユルフやオッテやリーナーの議論にみられる

ように，かなり英米の議論を意識した議論もみられることを指摘した。

本稿では，その後にドイツにおける今後の展開方向にについて議論されているいくつかの論

文のなかから，最も保守的に個別財務諸表における IA Sの基準の導入の困難性を主張してい

るシルトバッハ（Schildbach, Thomas）〔1994〕の議論，「配当禁止」による利益の 2段階表

示により調整を行うとするクルムノウ（Krumnow,Jurgen）〔1994〕の議論，段階的調和化

を主張するブッセフォンコルベ（Bussevon Colbe, Walther）〔1995〕の議論，連結財務諸

表を中心として国際的調和をめざすオーデルハイデ〔1994〕の議論を簡潔に紹介しながら，今

後の展開方向を考えることにしたい。

シルトバッハは，「国際的な会計基準をドイツの個別決算書にも？」〔1994〕と題する論文に

おいて，「 IAS Cによって作成された英米的伝統をもっ会計基準が，緩和されることなく直

接面内の立法者を通して，少なくともヨーロッパにとって拘束力があるように述べられている。

ドイツと英米的財務諸表作成伝統とは特に大きな対立があるので，このことは，特にドイツが

考え直す必要に迫られる。J26）という問題意識のもとに，現在努力されている会計の調和化のた

めの処理は正当か，特徴づけられた基準を貸借対照表の機能の観点から判断する，という問題

について個別決算書の観点から，つぎの2つの点について検討しているへ

(1) 明示的な選択権を制限するための努力

(2）貸借対照表計上義務の拡張並びに実現原則の緩和による年度決算書の「動態化」のため

の努力

はじめに（1）の選択権の制限についてみると， IAS CはE32「財務諸表の比較可能性J以来，

選択権を制限するという方針で検討をすすめ，ますますドイツの会計基準と異なる基準がIA 

Sの基準となる可能性が高まり， ドイツ会計の選択権の多さが会計基準の調和化のための一つ

の障害になってきている。この選択権の制限に関して，つぎの点について批判している。まず，

26）シルトバッハ〔1994〕s.701f. 

27) Vgl.シルトバッハ〔1994〕s.702£. 

シルトバッハは，ここで英米的な会計基準であるとして検討している，開発費の資産計上，工事進

行基準による収益認識，為替棺場変動時の為替差損益認識というような問題を年度決算書の「動態化j

(Dynamisi巴rung）と呼んでいることは興味深い。本稿では直接取り上げることはできないので，

また別稿で検討することにしたい。
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「……明示的に選択権を制限することは，正当性や客観性について錯覚（イリュージョン）を

生み出すことになり，これは決して正当化されない。j28）と批判し，さらに，「経験的会計研究

は，選択権制限の有効性も同じく相対化している。経験的研究のすべての問題設定のもとで，

多くの異なる分析の結果は，市場はさまざまな貸借対照表作成方法と評価方法の影響を中和化

し，したがって一般に周知のように，明示的に選択権を取り除くことは，資本市場の情報を顧

慮して必要ではないことを示している。j29）と述べて，実証的研究によっても，市場はさまざま

な選択権の影響を見通すため，選択権の制限は必要ないことを指摘している。

つぎに，（2）の貸借対照表計上義務の拡張と実現原則の緩和の問題について，開発費の資産計

上，長期請負工事における工事進行基準による利益実現，外貨項目の価値変動の相場変動期間

での実現という三つの問題について検討している。シルトバッハは，慎重性と客観性を重視す

る伝統的ドイツ会計の立場から，開発費の資産計上について，資産計上に主観性が入ることを

問題とし，また工事進行基準による利益実現について，工事が完成する前に利益を分配するこ

とは慎重性の上で問題があるとしている抽）。

そして，このように会計基準の困際的調和化の際の問題とされる選択権の制限と貸借対照表

計上義務の拡張と実現原則の緩和について批判的に議論し，結論として，少し長くなるが引用

するとつぎのように述べている。

「会計の調和化は不可能である 0 ・…・・様々 な法の領域 たとえば商法と税法一ーは互いに

結びついているので，選択権を制限する議論は，商法上の会計規定の調和化だけでは不十分で

ある。かりにこの問題を取り除いたとしても，ヨーロッパ諸国における同一で詳細な法の規定

は，異なる商事貸借対照表になる。法が一致したとしても せいぜい長期的にはそれぞ、れの規

定は膨大な専門文献に基づいて，ある国では緩く，また他の国では綿密に実行されるか，ある

いは債権者保護や株主保護は契約上の合意に委ねられているので，ある国では分配測定機能が，

また他の国では情報機能が中心となる というようにいくらか変わるくらいであろう。他の市

場に上場するために，企業が副次計算として自由に他の会計慣習を受け入れることは，この見

解と矛盾しない。なぜなら，自己の利害において受け入れることは，関係者の意思に反して異

なる他の慣習を遂行しようという努力によるからである。

今特徴づけた厳密な意味において，会計の調和化は努力する価値はない。小さな共同体と同

じように大きな共同体においても，人間の共同作業は，最低限それぞれの他の人の独立性につ

いての寛容と理解を前提としている。会計の領域においても，相手が異なる価値観を押しつけ

ようとすることは， 歴史が他の例で容易に示しているように一一協力関係を損ない，不必

要な抵抗を引き起こすであろう。

28）シルトバッハ〔1994〕s.705. 

29）シルトバッハ〔1994〕s705. 

30) Vgl.シルトバッハ〔1994〕s.710ff. 
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IAS Cによって努力されてきた，年度決算書による外部者への情報目的を達成するために，

厳密な調和化は必要ない。固による貸借対照表作成伝統の実際上の独立性は，情報という観点

のもとでも，経済的に唯一適切な比較可能な’情報内容への要請を妨害するものではない。j31)

このように述べているシルトバッハの論述は，個別決算書への IA Sの受入れの問題を取り

扱っている点に注意する必要があるが， ドイツの会計規定が，他の英米系諸国の会計基準と異

なっている現実に直面して，何らかの形である程度の他の基準も受入れ，調和化の方向を探究

するという議論が大勢のなかで，頑間にドイツ会計の伝統を守ろうという数少ない議論である。

しかしその議論の中で，形の上で調和化しでも実際の各国の基準およびその運用では異なるで

あろうこと（すでに， EG指令の調和化で実証済），また一方的に英米系の会計基準を押しつ

けられることへの抵抗は理解できる。

つぎに，クルムノウ〔1994〕の「ドイツ会計はオフサイドへ？ 暫定的に終了したEG調和

化への展望Jと題する論文について，みることにしよう。クルムノウは，「ドイツ会計規定お

よび公表規定は，その言明能力に関して国際的に常に議論が行われている。 EG調和化におい

でさえ， ドイツは明らかにすべての外国の会計理論家やアナリストを満足させるようには，重

大な『財務諸表法の変革』をしなかった。……慎重性原則や債権者保護によって特徴づけられ

る要請はほとんどなく，むしろ市場価値や投資者の利害を指向した会計が声高にH呼ばれてい

る。」32）と述べ， EUにおける調和でさえ，他国の人々を満足させていないことを認識している。

そして，「ドイツ商法におけるG0 Bは，まず第ーに利益計算原則であり，その歴史的脈絡か

ら，債権者保護を指向する。 EG調和化についてのドイツの態度は，早計に入れ替わることを

意図するものではない。むしろ上位の目的は，財務諸表作成のために最低限の基準を見いだす

ことである。……会社法上の自己理解の表現としてのドイツ会計は，国際的にはオフサイドに

あるが，時代遅れのものではない。たしかに，経済界が密接に関連するにつれて，さまざまな

会計規定や公表規定をこえた真の謂和化が今も緊急な問題である。国際的な調和化のための展

望は，両方の財務諸表世界の長所をまとめることにある。」国）と述べて， ドイツの立場を強調し

ている。そして，会計基準の国際的講和化にむけての妥協策として，「われわれは，将来，市

場価値による財務諸表作成をますます受入れなければならないで、あろう。これらは，決して慎

重性の原則に矛盾するものではない。たしかに，利益は実際に実現した場合にのみ分配される

はずである。『配当禁止Jは，よりよい透明性にも，債権者保護にも考悪される用具である。J担）

と述べているように，英米系の会計基準を受け入れた場合，利益の金額が大きくなることを予

想し，分配できる利益は利益のうち実現したものに限ることにより，逆にいえば配当できない

31)シルトバッハ〔1994〕S.720f. 

32）クルムノウ〔1994〕S.681f. 

33）クルムノウ〔1994〕s.697f. 

34）クルムノウ（1994〕s.698. 
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部分を「配当禁止」とすることにより，調整しようと考えているとみることができる。

つぎに，プッセフォンコルベの「ドイツ企業の会計の国際的調和化に向けての会計目的と評

価j〔1995〕と題する論文における見解をみることにする。はじめに，ブッセフォンコルベは，

「ドイツや他のヨーロッパ大陸諸国は英米的会計システムをここ10年のうちに着なければいけ

ないのか。あるいは，われわれの法的 社会一経済的環境条件を考慮して守るかいのあるドイ

ツ会計の要素はないのか。いいかえると，どのような規則が，会計目的を顧慮して批判的分析

に持ちこたえられないのか。それゆえ，『国際的』と称される英米的規則を適用するように変

えなくてはいけないのか。適用プロセスは『社会契約上Jどのように形成されうるのか。」耐と

いう問題意識のもとで，つぎのような，段階的調和化論を展開しているお）。

(1）資本市場のグローパル化等により外部会計は新たに動態的（Dynamik）に発展し，公

開の利害はますます増加している。

(2）会計目的一一会計責任，利益計算，課税，情報伝達一ーは，一部は互いに矛盾している。

債権者保護や広義の慎重性原則のもとで ドイツにおいて伝統的な利益計算と課税の優位

は，これまでの展開傾向ゆえに問題となる。

(3) 情報の改良を目的として，企業形態や情報手段により区別して処理する。

(4）年度決算書への追加情報（特にキャッシュフロー言｜算書 セグメント情報等）の任意の

公表。強制的なドイツ規定は，他の国際的規則に従うことを妨げている。

(5) より詳細な決算情報による投資者保護は，上場企業および開示法によるその他の大企業

についてのみ確立するべきか否か吟味しなければならない。

改革は，まず第7号EG指令の範囲での連結決算書に限られる。

(6）分配も連結決算書に基づき，税法が連結決算を指向すると推測される。

(7) その後基準性を取り除くこと，個別決算書規定を国際的展開に適用させることが吟味き

れる。債権者の利害は，より多くの配当禁止によって保証され，情報機能と分配可能利益

の算定は部分的には区分される。

(8）貸借対照表政策や税法上の考慮にあまり影響を受けない年度決算書は，情報価値を高め

るばかりでなく，忠実な会計責任報告にも役立ち，経常者のためのインセンティブシステ

ムとしても利用しうる。国際的に認められた正規の簿記の諸原則（internationallyaner日

kannte GoB）が展開されるべきである。

このように，ディスクロージャーの重要性の増大と経営者指向的なドイツ会計規定という現

状を認識したあとで，企業の任意な追加情報の開示→第7号EG指令のもとでの大企業の連結

決算書の調和化→連結決算書に基づく課税→基準性原則の排除→個別決算書の国際化→配当禁

止による債権者保護→国際的に認められた正規の簿記の諸原則の展開，というように段階的な

35）プッセフォンコルベ〔1995〕s.223. 

36) v gl.ブッセフォンコルベ〔1995〕s.236ff. 
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調和化を提唱しているヘ現状は（4ト（5）の段階にあると思われるが，とりあえず大企業におけ

る連結決算における調和化をめざすという，今後の方向づけを示すーっの議論であると思われ

る。

最後に，ブッセフォンコルベの議論でも触れたが，連結決算書における会計基準の国際的調

和化を積極的に提唱する，オーデルハイデの「EG財務諸表指令とドイツ連結決算書の今後の

展開の必然性と諸問題」〔1994〕と題する論文についてみることにする。

はじめに，オーデルハイデは，「FA SやIA Sは，財務諸表指令を実行する際に，これま

でよりも多くの意味を得るという点に，明白な展開の可能性があるとみている。企業経営の目

標数値よりも，企業の市場価値が大きな意味を持つ結果として，大企業の経営は，以前よりも

ますます資本市場を指向する。このことは， ドイツの大企業にとっても，国際企業としての自

覚が増すにつれて，大きな外国資本市場の慣習を指向することを意味する。……EU委員会の

会計勧告フォーラムの仕事により， IA Sはしばしば議論の出発点になっている 0J38lと述べて，

E G財務諸表指令を実行する際にFA SとIA Sのもつ意味がますます強くなる傾向にあるこ

とを指摘している。

また，会計基準の国際的調和化は何によって推進されるか，という点に関して，「実際の展

開の推進力は，個人でも企業でも，またFASB, IASC, FEE, E U委員会のような個々

の組織でもない。

－財務諸表の国際的な比較可能性がないことにより，資本市場で財務分析の資本コストがか

なり高くなる。

－資本の国際的な配分がかなり害される。

ということが，あてはまる場合に，財務仲介者とその顧客，すなわち国際企業の競争に基づき，

企業会計の調和化への著しい誘因がある。」制と述べて，単に，企業や個人や会計ルールを作る

国際的な機関ではなく，外部の利害関係者の意思により調和化への誘因があるという点を指摘

している点は重要であると思われる。

そして現状では，「はっきりと投資意思決定のための情報の適切性という目的を顧慮して展

開され，できるだけ資本所有者の分配要求にも応じようとする資本市場の情報要求に従う FA 

Sあるいは IA Sと，ヨーロッパ大陸的な貸借対照表作成規定はあまり適合しない。」叫という

ことから，つぎに，連結決算書における，会計基準の国際的調和化についてつぎのように述べ

ている。「個別決算書における貸借対照表計上と評価は，支払測定（債権者保護，税務上の利

37）たとえば，連結決算書に基づく課税の問題について，ポルグクレッフェ〔1995〕， ドイツにおける

基準性原則について倉田〔1995〕，回際的に認められた正規の簿記の諸原則についてはリーナー〔1992〕

をそれぞれ参照。

38）オーデルハイデ〔1994〕s.31f. 

39）オーデルハイデ〔1994〕s.33. 

40）オーデルハイデ〔1994〕s.32. 
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益計算の基礎）を指向し，連結決算書には，少なくともこれまでは法的にはもっぱら情報機能

が属しているので，少なくとも現在連結決算書についてのみ公表を考えることができる。国際

的に受入れられた規範に従った財務諸表作成への道を聞くかぎは，商法第300条2項と第308条

である。この規定は，目下のところドイツの親会社の連結決算書を個別決算書にとって有効な

貸借対照表作成規定と結びつけている。もし 商法第246～289条の貸借対照表作成規定を変え

ようとしないならば，個別決算書が他の課題に基づくことを防ぐためにつぎの可能性がある。

－もっぱら連結決算書にだけ有効な，貸借対照表計上規定と評価規定をはっきりと別にする 0

・すでに存在する貸借対照表作成規則のシステム（他の諸国，国際的な組織）を参照する。」41)

このように，個別決算書の規定は英米系の会計基準と適合しないが， ドイツにおいても連結

決算書には，法的にももっぱら情報機能が考慮されているので，商法第300条2項と第308条を

利用して，連結決算書による会計基準の調和化の可能性を議論している。

つまり，商法第300条2項「①連結決算書組み入れ企業の資産負債及び計算限定項目並び

に収益及び費用は，当該企業の年度決算書に計上されているか否かを間わず，親会社の法によ

り貸借対照表計上禁止又は貸借対照表計上選択権が存する場合を除き，これを完全に収めなけ

ればならない。②親会社の法により認められる貸借対照表計上選択権は，連結決算書組み入れ

企業の年度決算書において行使されたか否かを問わず，連結決算書においてこれを行使するこ

とができる。Jおよび，第308条1項「①第300条2項により連結決算書に受け継ぐ連結決算書

組み入れ企業の資産及び負債は，親会社の年度決算書に適用される評価方法に従ってこれを統

一的に評価しなければならない。②親会社の法により認められる評価選択権は，連結決算書組

み入れ企業の年度決算書において行使されたか否かを間わず，連結決算書においてこれを行使

することができる。③親会社の年度決算書に適用した評価方法からの離反は，連結附属説明書

にその旨を記載し，且っその理由を挙げなければならない。」叫という規定に基づき，親会社の

法により認められるかぎり，連結決算書における評価選択権の使用が個別決算書で用いた選択

権と異なることができる，という規定を利用して，個別決算書では債権者保護や課税を意識し

た会計処理を，そして連結決算書では情報提供を意識した，英米系の会計基準や IA Sに基づ

く会計処理を行うことの可能性を示している。

そして，「ドイツの連結決算書は他の加盟国の貸借対照表作成方法についてのみではなく，

原則としてEG第4号指令のすべての貸借対照表計上規定と評価規定に聞かれている（自由な

E U決算書の選択権），ということを考えなくてはいけない。……ドイツの連結決算書は，か

なりの程度EG指令の今後の展開や国際的に顕著な規範にも依存していることを意味する。他

のEU諸国の意思決定に全く依存しているわけで、はないが， EG指令の今後の展開は，国際的

41）オーデルハイデ〔1994〕s.36. 

42）商法の条文の翻訳に際して，黒田〔1993〕を参照した。また，第308条2項以下も関連するが，表

記の上で省略した。
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紙織と調和して積極的に支持されていくことになる。展開が，本質的に国際的な競争力に基づ

いて先に追い立てられるとしても これに抵抗することは，不必要なエネルギーを浪費するこ

とになる。拒否することはオフサイドに行くことになる。」岨）と述べて，連結決算書による国際

的調和化には必然性があり，もはやこれを拒否することはできない状況にあることを強調して

し、る。

これまでみてきたように， ドイツにおける会計基準の国際的調和化に関する議論は盛んであ

るが，本稿で主に取り上げた4人の論者の論調もかなり異なっている。最も保守的にドイツの

会計伝統を主張し，個別決算書における調和を不必要なものとみるシルトバッハの見解，もし

英米的な会計基準を受入れた場合に，利益の「配当禁止」部分を特定することにより対応しよ

うとするクルムノウの見解，企業の任意な追加情報の開示から国際的に認められたG0 Bの展

開まで，個別決算書の国際化を含んだ本格的な段階的調和化を主張するブッセフォンコルベの

見解，現行の商法規定と EG指令に基づき連結決算書にかぎり国際的調和化をめざすオーデル

ハイデの見解というようにそれぞれの議論は別れている。

このようにみると，個別決算書の調和化は，税法との関係もあり，かなり抵抗があるものと

思われるが，国際的に活動している企業にとって，海外での資金調達のために何らかの国際的

に通用する会計基準を必要とし，とりあえず連結決算書における調和化の可能性を探究するこ

とが考えられる。また，実際に，企業が何らかのドイツ基準以外の基準に準拠した連結決算書

を公表する動きがみられる。こうした実際の企業の動きにともない，新たな会計問題が明らか

になっている。次節ではこうした実際の企業の動向を中心にドイツの会計問題を考察すること

にしたい。

v ドイツ国際企業における国際会計基準によるディスクロージャーの動向

これまでみてきたように ドイツにおいて会計基準の国際的調和化に関する議論が近年特に

多く展開される背後には，実際にドイツの国際企業における会計活動があると思われる。「 I

はじめに」のところでも紹介した新聞記事にもあるように， ドイツ企業の国際的な基準に準拠

した連結決算書の公表が行われるようになっている。本稿では，特に話題になっているバイエ

ルとシェーリングの IA Sに準拠した連結決算書の公表をニーフス（Niehus,Rudolf J.）の

「バイエル杜とシェーリング杜の1994年度連結決算書における『屈際化』について」〔1995〕お

よびバイエル杜の1994年度『有価証券報告書』（証券取引法第24条第一項に碁づき日本の証券

取引所に提出されたもの）により，その内容を吟味し，つぎにベンツが1992年度の財務諸表か

ら公表している SE C基準に準拠した連結決算書の問題について，ピーナーの書簡〔1995〕に

43）オーデルハイデ〔1994〕s.37. 
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基づいて検討することにしたい。

はじめに，ニーフスは，現状について，「EGにおける会計の調和化は（これまですべての

場合について）不十分である。第7号EG指令にしたがった会計により，連結決算書について

何ら国際的な受容が得られなかった。……商法第 292条に表される「解放された」互恵主義の

要求は美しい夢である。J44）というように， EG指令における現在の調和は不十分で、あると認識

し，このような状況のなかで バイエルとシェーリングの二社はベンツとは異なる道を選んだ、

とみている。つまり，ベンツはニューヨーク証券取引所に上場するにあたり，当然のことなが

らSE Cが要求する， SE Cに準拠した連結決算書をドイツ基準で作成した連結決算書とは別

のものとして提出した。これをニーフスは並列（二本立）決算書（ParallelabschluB）と呼ん

でいる制。「これまでのところ，確定している決算書をみるかぎり，他のドイツの大企業はこ

の道に従わなかったoJ46）と述べているように，いまのところ SE C基準で連結決算書を開示し

ているのはベンツ一社である。バイエルとシェーリングの二社は，ベンツとは異なり，「個別

決算書から切り離し， HG Bの規定にも IAS Cの規定にも一致する連結決算書，すなわち

『二重の』連結決算書（dualen Konzernabschluβ）を提出した」47）。すなわち，一つの連結決算

書で IA S基準も HG B基準も満たす連結決算書を公表した。

これは，「……個別決算書とは明らかに異なり，すなわち別の性質であり，付加的にしろ法

において全く示されていない情報伝達手段としてのHG B連結決算書目的の概念がIA Sにし

たがった連結計算の目的，すなわち「意思決定有用性Jと「対応原則」の理論と整合するのか

否か，を決定しなければならない。……この問題に答える際に，日 GBにも IA Sにも一致し

た fニ重の』連結決算書を作成する可能性が生まれる。」叫というように， ドイツの商法規定に

おける連結決算書の目的がIA Sの基準に準拠しでも認められるか，ということが一つの解決

の方向として考えられるようになり，バイエルとシェーリングはこれを利用し， HG Bにも I

A Sにも準拠した連結決算書を公表するという方向を選んだものと思われる。このことは，も

ちろん法務省の官僚で， rose Oドイツ代表であるビーナー（Biener,Herbert）が，「もし，

rose Oが IA Sにしたがうという勧告を行えば，国際的に活動している企業の連結決算書

を制限することになるであろう。この条件のもとでは，保守主義という形での慎重性原則と矛

盾するけれども， IA Sに準拠した連結決算書をがまんする（tolerate）ことは可能であると

思われる。」制と述べて，この可能性を容認していることが大きいと思われる。

つぎに，バイエルとシェーリングの「国際的」連結決算書の中身についてみると，もちろん，

44）ニーフス〔1995〕s.937. 

45) Vgl.ニーフス〔1995〕s.937. 

46）ニーフス〔1995〕s.937. 

47）ニーフス〔1995〕s.937. 

48）ニーフス〔1995〕s.938. 

49）ピーナ一書簡〔1995〕s.6. 
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両社は「園際化」は連結決算書に限っているが，たとえば，バイエルは，慎重性の原則と実現

原則はさらに考慮するが， ドイツ法との一致は，現存の貸借対照表計上選択権と評価選択権を

用いることにより達成されるとしている回）。また，「両システムの相違はわずかである，とい

うことは両社において特に強調され，そのように行うために重要な意味がある。」51)というよう

に， HG B基準と IA S基準との相違があまり重要で、はないとみている。バイエルが示した概

念上の相違としてつぎのように示しているへ

新規に資産化した資産に関する税法上の減価償却費と

定額法による減価償却費の相違

一一仕掛品および製品についての評価方法の変更

一一税法上の特別項目の戻入

一一外貨換算方法の変更

一一退職年金債務の再評価

一一退職年金債務および類似給付契約債務に対する再評価

一一繰延税金

236百万DM 

179 

55 

63 

-696 

160 

33 

30 

これをみてわかるように，結果としては相殺されて相違は3千万ドイツマルクであるが，個々

の資産の評価については利益にプラスの要素をもたらし，また「退職年金債務」についてマイ

ナスの要素をもたらしていることがわかる Q

つぎに，ニーフスは両社の会計処理の相違として，高齢者援護のための債務，外貨換算を挙

げている。高齢者援護のための債務について，両社とも年金債務を遡及的に部分価値法に従っ

て「国際的Jに一般的な予測単位給付積増方式（Anwartschaftsbarverfahren,Projected Unit 

Credit M巴thod）に取り替えたが，バイエルの場合，その影響額（ 9千6百万DM）は全額経

営損益に，シェーリングの場合影響額（ 1億 1百万DM）は，特別損益とされた邸）。「営業報

告書の読者が利用できる情報では，成果計算において同じ事実について異なる取り扱いをして

いることについて判断することができないoJ541と両社により扱いが異なる点を批判している。

また，外貨換算について，「バイエルは海外の連結子会社の決算書の換算は， 1994年からも

はや利益に中立的な時間関連法ではなく， I AS 21「外国為替レートの変動の影響」（すなわ

ち，機能通貨概念にしたがって）行われていることを強調している。遡及的な 4億 1千9百万

DMの差異は， 1994.1. 1.に自己資本から控除し，経過期間についての影響（ 6千 3百万D

50) Vgl.ニーフス〔1995〕s.938. 

51）ニーフス〔1995〕s.938. 

52）ニーフス〔1995〕s.938.以下，前記『有価証券報告書』の表記を参考にしている。

53) Vgl.ニーフス〔1995〕s.939. 

54）ニーフス〔1995〕s.939. 
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M）は経常損益として処理した。シェーリングの場合， DMがコンツェルンの機能通貨である

ので，機能通貨概念は何ら実質的な処理を必要としない。したがって固定資産（貸出を除く）

と減価償却費は，取得の時に有効な相場（歴史的相場）で，他の財産対象物と負債は貸借対照

表日の平均格場で評価される。為替差損益は，シェーリンクは成果作用的に取扱う。j日）と述べ

て両社の相違を指摘している。

さらに，二一フスは費用性引当金について，商法第249条 1項3と2項に従った費用性引当

金は， IA Sでは負債と扱われないので認められない点を指摘し 将来問題になる可能性を指

摘している

つぎに，連結決算書の監査人の監査証明について，「会計報告を個別決算書から分離したた

めに，当然，監査証明書は個別決算書と連結決算書を統合するという，法律上設定された可能

性は要求しえなくなる。証明書は連結決算書について区別して作成され，つぎの言葉が（両社

とも同じ言葉で）付け加わる。『私どもの意見では，連結決算書は注記に記載されている追加

情報を含めて，国際会計基準委員会発布の基準にも準拠している。JJ聞というように， IAS 

に準拠しているということについては 追加的に監査証明をしていると述べている。

このようにみてきたバイエルとシェーリングの連結決算書の作成について，たとえばフラン

スの大企業100のうち23がIA S基準に準拠した連結決算書を提出していることから，ヨーロッ

パではそれほどめずらしくないが， ドイツにおける意義をつぎのように総括している剖。

① 連結決算書の国際的承認が問題である時に，ヨーロッパの調和化のプロセスはドイツの

「GlobalPlayerJにこれまで援助してこなかった。

② 考えられる打開策は， IA Sに求められる。

③ 1985年新商法の基礎にある各国の連結会計の相互承認は，最終的にあきらめなければな

らない。

④ ドイツ会計の国際的承認を得ょうとするならば，連結決算書に集中しなければならない。

連結に特有のG0 Bの解釈が助けとなる。税務貸借対照表に対する商法上の個別決算書の

基準性原則の強い結びつきが包括的に解決されるかもしれないという希望は非現実的であ

ると思われる。

このように両社の連結決算書は， HG Bによる連結決算を主に， IA S基準との棺違をバイ

エルの場合附属明細書に示し，また監査証明書も追加的に証明しているものであり，最低限の

開示しかしていないし，しかもシェアリングの場合はバイエルよりも簡素な表示であるという

点で，多少問題を残していると思われるが，今後の開示がどいうい方向に展開されていくのか

55）ニーフス〔1995〕s.939. 

56) Vgl.ニーフス〔1995〕s.939. 

57）ニーフス〔1995〕s.938 

58）ニーフス〔1995〕s.940. 
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表2 ベンツ社の1992年度～1994年度における

純利益，株主持分の変化 （百万DM)

ドイツ アメリカ
GAAP GAAP 

1992 
純利益 1 451 1,402 

株主持分 19, 719 27,604 

1993 
純利益 615 (1, 839) 

株主持分 18,145 26,281 

1994 
純利益 895 1 052 

株主持分 20,251 29 435 

興味深い。

つぎに，ピーナーの書簡〔1995〕に基づき， 1993年10月3日にニューヨーク証券取引所に上

場したベンツの事例をみることにする。ベンツの場合のドイツ基準とアメリカ基準との二つの

連結決算書を開示しているが，この両基準の相違について，見積留保利益一引当金，積立金，

評価の相違，長期契約，のれんと企業買収，企業譲渡，年金と他の退職後給付，外貨換算，金

融商品，他の評価相違，繰延税金を挙げている田）。

そして，この相違が最も顕著に現れるものとして， 3年分の連結純利益と株主持分を示すと

つぎの表2のように示される（括弧は赤字）朗）。

そして，ビーナーはこの表から，「ドイツ会計は，極端な保守主義であるために，通常アメ

リカ GAA Pのもとでの利益は， ドイツGAA Pのもとでの利益よりも多いと期待されるであ

ろう。上記の状況は，特に1993年に逆の状況を示している。通常の活動において生じた損失は，

ドイツの決算書においては秘密積立金を用いて，より利益を多くすることにより相殺される。

加えて，主に見積留保利益，のれん，金融商品により， ドイツGAA Pのもとで報告された株

主持分は，アメリカ GAA  Pに調整した時に，著しく増加した。j61）と分析している。このこと

からわかるように，単純に純利益の数値だけみると， 3年分の合計では明らかにドイツ基準で

計算された利益のほうが多く，また1993年度ではドイツ基準では黒字であるがアメリカ基準で

は赤字になっているが，このことにより， ドイツ基準のほうが保守的な処理でないとみること

はできない。なぜなら，株主持分をみればわかるように，アメリカ基準ではドイツ基準の約1.5 

倍あり，これはいわゆるドイツ基準による秘密積立金の設定がアメリカ基準では認められず株

主持分に計上されているため，業績が悪い期間に秘密積立金の取り崩しにより黒字を計上する

ことができないことを示している。この例は，企業維持ないし利益の安定的計上の上ではドイ

ツ基準が優れていることがわかるが，企業の業績表示の上ではアメリカ基準のほうが優れてい

59）ピーナー〔1995〕s.5. 

60）ピーナー〔1995〕s.6. 

61)ピーナー〔1995〕s.6. 
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ることを端的に示していると思われる。また，保守的な処理というのは通常，資産の過小計上，

負債の過大計上につながる処理を示すが， ドイツの会計基準の場合，先のバイエルの例からも

わかるように，アメリカ基準と比べて負債の計上範囲が異なる点が挙げられ，いわば，資産も

負債もアメリカ基準に比べて過小計上するという点にドイツの会計基準の特徴があると思われ

る。したがって，近年の年金債務の認識等負債の計上が多くなれば，必ずしも一面的にドイツ

基準が保守的な基準であるとはいえないと思われる。

そしてピーナーは，このベンツの二つの連結決算書作成について，「このような情報は，投

資者にも債権者にも有用で、はない。なぜ、なら どの数字を信用すべきかを決定するのが困難だ

からである。」田）と述べて批判している。そして，「世界的規模で活動するドイツのコングロマ

リットのために， ドイツ政府は相互に受入れられる国際的な会計基準と開示基準に関して合意

に達するという Iosc OとIAS Cとの宣言された目的を支持する。……近い将来，すべて

の相違を解決することが不可能であるならば，少なくとも合意を得た基準の受容を拒むべきで

はない。 H ・H ・このような step-by-st叩アプローチは， all-or-nothing概念よりも有用であ

ろうと思われる。」日）と述べているところから，バイエルヤシェーリングにみられるような， I 

A S基準を積極的に支持し IA S基準に基づく連結決算書による国際的調和化をめざす方向

が明らかになっていると思われる。

VI おわりに

これまでみてきたように， ドイツの会計基準と英米系の会計基準との相違について，慎重性

原則の取り扱いの相違に基づき，主に利益の実現に関する問題（金融資産の時価評価，長期請

負工事における工事進行基準の採用，外貨項目の為替相場変動時の損益算入等）と対応原則に

よる費用の資産計上の問題（開発費の資産計上，自家建設資産の他人資本利子資産計上等）と

いうように，利益計算と資産の評価に影響を及ぼす問題，しかも個別にみれば， ドイツ基準か

ら英米系の会計基準へ変更することにより期間利益の増大ないし，資産評価額の増大に結びつ

く問題が注目されているように思われる。もちろん， HG B第249条 2項の引当金のように，

その負債計上が英米系の会計基準では認められない項目もあるが，バイエル杜の連結決算書で

もみたように年金負債の概念が大きく異なり，この点ではドイツ会計基準の方がアメリカ基準

に比べて負債の過小計上になっている刷）。全体としては， ドイツ基準は一般にいわれるような

単純に保守的な経理というよりは，資産も負債もアメリカ基準に比べて過小計上することによ

62）ピーナー〔1995〕s.6. 

63）ピーナー (1995〕s.6f. 

64）この点について，ピーナーは，医療費給付のための義務や環境引当金に言及し，「近年，アメリカ

において以前よりも消極側が非常に強く強調さている……」（〔1994〕s.134.〕と述べて，負債の評

価に関しで，アメリカにおいてすでに多くの議論があるととを認識している。
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り，いわば両方ともオフ・バランスすることにより，年度利益の計算に当たって安定した利益

を計上するという意味で保守的な処理をしているということができると思われる。特に， ドイ

ツ基準から英米系の基準に変更した時点で大きく変化し，その後は英米系の基準の方が企業の

業績の変化の影響を直接的に表示する，左いう特慣があることが明らかになった。

また， EUによる調和化も直接的な指令はこれまでの指令が適用出来ない業種や領域へのも

のが中心であり，新しい大きな問題は，直接各国の基準設定者に拘束力のないEGフォーラム

（会計勧告フォーラム）が中心になって検討Lていることが明らかである。たとえばピーナー

が，「EU委員会は， SE Cから EUの財務諸表の相互承認を得ることに失敗した。…… I0 

SC Oが成功するならば，さらにEU内の会計規制の調和化することは不必要である 0j651と述

べているように，これまで，強制的に会計基準の調和化を実行しようとしたEG指令により，

形式的には調和化が実施されたが，現在，とてもドイツの会計基準とイギリスの会計基準が似

ているとは思われない現状をみても， EG指令による個別決算書を前提とした調和化に対して，

ドイツの消極的な姿勢が感じられる。

また，会計基準の国際的調和化の波のなかでドイツの会計基準の対応について，個別決算書

の調和化についてかなり強固に反対する見解から，段階的に調和化を受け入れる見解まで多様

であるが，個別決算書の規定の変更をともなう調和化は難しいという現状から，とりあえず，

連結決算書において， IA S基準に基づく調和化をめざしているという点ではかなり共通のコ

ンセンサスがあると思われる。このことから， ドイツの国際的に活動する企業は，ベンツのよ

うな二つの連結決算書を公表するという方向ではなく， ドイツ基準で作成した連結決算書をも

とに， IA S基準にしたがって調整した一つの連結決算書を公表することで国際的な資本市場

での資金調達を可能にするという方向をめざしていると思われる。

本稿では以上の点を明らかにしてきたが最後に，いくつかの間題点を挙げてむすびとした

い。はじめに， ドイツの方向づけは明らかであるが， ドイツ基準をもとに IA S基準で調整計

算した連結決算書が，はたして国際資本市場で受け入れられるのか，が問題であると思われる。

「はじめに」で述べたように， rose OはIA Sの会計基準が揃わないと全体の承認を行わ

ないとしていることから，正式な承認はかなりさきになると思われることから， IA S基準で

調整した連結決f聖書をアメリカの市場が受け入れるのかが明らかでないと思われる。つぎに，

ドイツのバイエルとシェーリングの事例をみても，表示や考え方が多少異なり，今後何らかの

方針作りが必要であると思われる。さらに今後の展開をみると， IA S基準を受け入れた連結

決算書の個別決算書への遡及効果について，連結決算書にかぎるという見解出）から，おそらく

個別決算書へも影響があるとみる見解官）まで様々であり，この点ではかなりはっきり意見が分

65）ビーナー (1995〕s.7. 

66）たとえば，オーデルハイデ [1994〕s.38f.参照。

67）たとえば，クルムノウ (1994〕s.697£.および，ブッセフォンコルベ〔1995〕s.237参照。
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かれていることから，おそらくこれからも議論が続くことになると思われる。日本では，議論

はかなり多く行われているが，日本企業のうち，ニューヨーク証券取引所に上場している企業

は，大部分がSE C基準に基づく連結決算書を作成しているため， IA Sへの対応という点で

は，これまでみてきたようにドイツの方がやや先行しているように思われる。

（本稿は，日本会計研究学会特別委員会「会計フレームワークと会計基準」（平成6～ 7年

度，安藤英義委員長）のメンバーとして，日本会計研究学会第54回大会（平成7年9月）にお

ける最終報告の作成過程における議論をもとに作成したものである。また，丈部省科学研究費

一般研究（A)（委員長：安藤英義）の研究成果の一部である。

本稿の作成にあたり，中央大学教授，元IAS C議長白鳥栄一氏より，ピーナーの書簡〔1995〕

等貴重な資料をいただきました。また， ドイツのパッサウ大学のシルトバッハ教授より，多く

の貴重な資料をいただき，さらに多くのコメントをいただきました。ここに記して感謝します。）
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